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1. 総人口・人口密度・年齢中央値  

フィリピンの 2021 年総人口は約 1 億 1,020 万人。人口密度(372.4 人/km2)はアジア太平洋地域

の中で最も高い国の一つである。出生率(2.49)は減少傾向であり、少しずつ高齢化へ向かってい

るが年齢の中央値は 25.7 歳(世界:30.3 歳,日本:48.4 歳)である。1)〜3)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           
2. 出生率・人口割合・平均余命 

2020 年におけるフィリピンの粗出生率は人口 1,000 人あたり 19.89 であり、合計特殊出生率は

2.49 人と 10 年前(3.18)から減少している。出生時の平均余命は 71.36 歳である。3)〜4) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図 1 2017-2027 年の人口(推計含む) 

図 2. 2011-2021 年の人口割合 
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3. 国土と行政区分 

フィリピンの国土は、298,170 平方キロメート

ル（日本の約 8 割）。7,641 の島々がある。島

ごとに 3 つの地区（ルソン島・ビサヤ諸島・ミン

ダナオ島）に大別され、さらに 17 の地方

（Region）に細分される。それぞれの地方に

は、合わせて 81 の州（Province）が存在する。

州は市（City）と町（Municipality）からなり、市と

町は最小自治単位のバランガイ（Barangay）か

らなる。市の一部は高度都市化市（Highly 

Urbanized City）または、独立市（Independent 

Component City）という州に属さない行政単位

となっている。5)〜6)  

図 3. フィリピンの国土と行政区分 

 

4. 医療制度 

 民間病院と公的病院があり、全国 1,258 の病院のうち 433（34％）が公的病院、825（66％）が民

間病院である(2018 年保健省認可)。 また計 2,590 の地方保健ユニット(RHI: Rural Health Unit)と

20,065 のバランガイ保健ステーション(BHS: Barangay Health Station)がある。地方保健ユニット

(RHU)は、医師・看護師等が常駐し、コミュニティーに外来診療などプライマリーケアを提供するこ

とが期待されている。また、バランガイ保健ステーション(BHS)は応急処置、分娩介助、乳幼児健

診、結核DOTS、予防接種などの公衆衛生活動を支える重要な役割が期待されている。7)〜９） 

国内約 42,000 のバランガイのうち、バランガイ保健ステーション(BHS)が設置されているのは約

48%程度である。国内で医師と看護師が不足しており、バランガイ保健ステーション(BHS)の多く

は、公的なトレーニングと認定を受けた助産師(養成期間：2 年間)とヘルスワーカー(研修期間：５週

間)が管理運営している。10)〜11) 
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5. 医療保険制度とユニバーサル・ヘルス・カバレッジ 

 フィリピンは、国民皆保険制度を目指している。公的医療保険制度を運営しているのは、 フィリ

ピン健康保険公社（PHIC: Philippine Health Insurance Corporation通称：フィルヘルス）である。フ

ィルヘルスは政府管轄下の機関である。財源は、労使双方の負担による社会保険料、投資活動に

よる資産運用に加え、公的支出（保健省及び地方自治体）から成り立っている。 

 フィリピンの保健省（DOH）はユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC : Universal Health 

Coverage)を実現する政策の一つとして、フィリピン医療施設開発プラン（Philippine Health Facility 

Development Plan 2017-2022）を発表し大統領の承認を得た。このプランは全国すべての地域が

対象となっており、2022 年までの目標を以下のとおり掲げている。7)〜11) 

・ 全国すべてのバランガイに、バランガイ保健ステーション(BHS)を最低 1 カ所設置する。  

・ バランガイ保健ステーション(BHS)に最低 1名のヘルスワーカーを常駐させる。  

・ 都市部や地方を問わず人口 2 万人に対し 1 つの診療機関を設置する。  

・ 地方に立地している診療機関 1 カ所に対して最低 1名の医師を常駐させる。  

・ 人口 10 万人に対し 1 つの総合病院を設置する。  

・ 1 つの総合病院に対し 4名の専門医を設置する。  

・ 国立総合病院における、全人口に対する病床数を現在の 1,000 人に 1床から 800 人に 1

床に改善する。  

 

6. 看護師・公衆衛生人材の教育 

 フィリピンは、小学校(6 年制)を 11〜12 歳で卒業し，中・高校(4 年制)は 15〜16 歳で卒業するた

め、看護師資格の取得を目指す者は 15〜16 歳で大学へ入学する。フィリピンの看護師養成は全

て大学 4 年間の学士課程で行われる。大学における看護教育の標準カリキュラムを規定するのは

高等教育委員会(CHED: Commission on Higher Education)であり，日本と同様に養成機関の設備

や教員配置について細かい規定がある。それらの規定やカリキュラムは米国に準拠しており、看護

教育は全て英語で行われている。なぜなら、フィリピンの大学で看護師資格を取得する者は、フィリ

ピンで看護師資格を取得後に渡航し、中東や米国の看護師として高給を得ることを期待している

者が少なくなく、国(POEA: Philippine Overseas Employment Administration) としてもそれを支援し

ているからである。特徴的なのは、フィリピンの医師が国外(主に米国)で看護師として就労するため

の医師向け看護師資格取得コースがある。12)〜14) 

 フィリピンには、保健師の国家資格は存在しない。公衆衛生看護を学ぶ機会としては、大学の学

士課程における専門科目(地域看護学・ヘルスプロモーション学・プライマリーヘルスケア学)や大

学院の修士課程における Community Health(地域保健)専攻などに限定される。 

 上記 4 で既述した、バランガイ保健ステーション(BHS)を管理運営し、地域の公衆衛生の要として

期待されている助産師は、准看護師(Licensed Practical Nurse)と呼ばれる場合もある。助産師資格

は日本のように看護師資格に上乗せされる資格ではなく、独立した 2 年間のカリキュラムで看護師

よりも養成期間が短い。同様に、公衆衛生の要として期待されるバランガイ保健ステーションのヘ
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ルスワーカー(BHW: Barangay Health Workers)は、法律(共和国法 No.7883)とフィリピン保健省の

ガイドラインに従い、地方自治体により５週間の研修と認定を受けて活動する医療従事者(ボランテ

ィア)である。ヘルスワーカー(BHW)はコミュニティーにおける戸別訪問や健康教育、健康相談など

を通じて、乳幼児検診や予防接種プログラムなどに加え、家族計画や栄養プログラムの実施、地

域における健康課題のアセスメントなども含めて日本の行政保健師に求められるような役割が期待

されている。しかし、全国のバランガイのうち約 48%程度のみにバランガイ保健ステーション(BHS)が

所在し、さらに全てのバランガイ保健ステーション(BHS)にヘルスワーカー(BHW)が常駐していな

い現状や、５週間の研修制度で養成されるヘルスワーカー(BHW)が十分に公衆衛生上の期待に

応えることが出来ているかは不透明である。15)〜17) 

 

7. 公衆衛生政策の動向とトピック 

フィリピンの保健省(DOH)はフィリピン・ヘルス・アジェンダ(The Philippine Health Agenda 2016-

2022)を作成。その中に保健に関する持続可能な開発目標(SDG: Sustainable Development Goals)

の達成を目指して以下の 3 分野における戦略的計画を明記している。18) 

1. 3 つの疾病負荷(感染症、生活習慣病、薬物や自殺)に対するケア 

2. 医療インフラのネットワーク化による医療サービスの提供  

3. フィルヘルス（PHIC）による医療サービスの金銭的支援  

また、増加し続ける肥満や糖尿病対策を目的に、加糖飲料(Sugar Sweetened Beverages)への課

税が盛り込まれた税制改革法(TRAIN：Tax Reform for Acceleration and Inclusion)が 2018 年より

施行された。賦課額は加糖飲料には 1 リットル当たり 12ペソ、それ以外の飲料(炭酸飲料、スポー

ツドリンク、エナジードリンク等)は 1 リットル当たり 6ペソである。加糖飲料への課税は、貧困層に対

する救済プログラムの運営財源やフィルヘルス（PHIC）の財源として使用。これらの国家戦略や税

制改革がフィリピンの健康アウトカムにどのように反映されるかが注目される。19) 
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